
認定業務規程料金別表1-1

生産行程管理者　検査認証費用算出基準表
特定非営利活動法人

日本有機農産物研究会

項目
生産行程管理者の構成人員数

もしくは規模（畑作相当）
認定時費用 調査時費用

書
類
発
行
審
査
費
用

１人もしくは申請圃場面積50㌃未満 \15,000 \10,500

３人以下もしくは申請圃場面積1.5㌶未満 \20,000 \14,000

５人以下もしくは申請圃場面積３㌶未満 \25,000 \17,500

7人以下もしくは申請圃場面積5㌶未満 \30,000 \21,000

10人以下もしくは申請圃場面積7㌶未満 \35,000 \24,500

13人以下もしくは申請圃場面積10㌶未満 \40,000 \28,000

15人以下もしくは申請圃場面積12㌶未満 \45,000 \31,500
15人以上もしくは申請圃場面積12㌶以上の場合　3人増もしくは3㌶増ごとに\5,000増（調査費用は認定
時費用の70%）

＊注）　人数もしくは規模については、いずれか大きい数字で算出することとする。　例）構成員2名面積５
０a未満の場合、「3人以下もしくは申請圃場面積1.5㌶未満　￥20,000」で積算する

実
地
検
査
費
用

（
検
査
員
１
名
の
費

用

）

4時間まで \7,500 \7,500

6時間まで \11,250 \11,250

１日 \15,000 \15,000

移動時間　（検査員出立さきから現地到着まで） 片道２時間以上：5000円

    交通費として公共交通機関利用の場合は実費を。
　　　　　　　　自家用車利用の場合は、１ｋｍにつき20円及び50km超の場合は有料道路代

宿泊費 １万円以下実費

検
査
報
告
書
作

成
費
用

基本業務報告 \8,000 \10,000

圃場別適合性評価のための報告（圃場１枚当） \1,000 更新圃場　\600

　 新規圃場　\1000

生産者グループの場合、各生産者の業務報告構成農家１軒ごと \2,000 \2,000

認
定

（
調
査

）

費
用

生産者グループの場合、構成農家1軒当 \12,500 \9,500

申請圃場面積５㌶未満の個人もしくは生産法人 \12,500 \9,500

申請圃場面積５㌶以上の個人もしくは生産法人 \17,500 \13,000

申請圃場面積10㌶以上の個人もしくは生産法人 \22,500 \16,500

施設割増 大規模生産者組織の選果場等　1施設につき　（注１） \5,000 \5,000

認定証交付手数料 \1,800

認定証交付手数料（再交付時） \1,000

認証費用合計（a) 各項目の積算金額

認証事業一般管理費　 上記合計費用（ａ）の15％

(注１）　５ha以上の事業者や生産者グループが共同で利用する施設

　　　　 認定された有機品を扱う　選果・選別・荷造り施設

　　　　　　　　　　　　　　　　集・出荷センター

　　　　　　　　　　　　　　　　集・出荷管理を行う倉庫等



認定業務規程料金別表1-2

有機農産物　小分け業者　検査認証費用算出基準表
特定非営利活動法人

日本有機農産物研究会

項目 規模 認定時費用金額 調査時費用

書類発行審査費用

簡素な小分け \15,000 \10,500

標準的な小分け \20,000 \14,000

大規模な小分け（精米・カット作業を含） \30,000 \21,000

実地検査費用
（検査員１名の費用）

4時間まで \7,500 \7,500

6時間まで \11,250 \11,250

1日 \15,000 \15,000

移動時間　（検査員出立さきから現地到着まで） 片道２時間以上：5000円

    交通費として公共交通機関利用の場合は実費を。
　　　　　　　　自家用車利用の場合は、１ｋｍにつき20円及び50km超の場合は有料道路代

宿泊費 １万円以下実費

検査報告書作成費用

小分けの関係施設数１ \15,000 \10,500

小分けの関係施設数２ \20,000 \14,000

小分けの関係施設数3 \25,000 \17,500

＊関係施設数４以上の場合、１つ増える毎に認定時\5､000増　監査時\3,５00増

認定（調査）費用

簡素な小分け \12,500 \10,500

標準的な小分け \22,500 \18,500

大規模な小分け（精米・カット作業を含） \32,500 \26,500

認定証交付手数料 \1,800

認定証交付手数料（再交付時） \1,000

認証費用合計（a) 各項目の積算金額

認証事業一般管理費　 上記合計費用（ａ）の15％

　

　
　　　①簡素な小分け　　　　　従事者10人未満の小規模事業所で作業も手作業を基本とし、扱いも少ない事業者

　　　②標準的な小分け　　　従事者10人以上の事業所で、作業は手作業を基本としている事業者

　　　③大規模な小分け　　　自動化された小分けラインを要する
　　　　　　　　　　　　　　　　　小分けにカット作業を含む事業体
　　　　　　　　　　　　　　　　　小分けする施設の数が２つ以上の事業者
　　　　　　　　　　　　　　　　　検査が一日で終了しない規模

いずれかに該当
する事業者

規模の区分
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